
三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
三
年
七
月
三
日
三
重
県
条
例
第
五
十
一
号
）

（
課
税
の
根
拠
）

第
一
条

県
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
四
条
第
六
項
の

。

規
定
に
基
づ
き
、
産
業
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
、
再
生
、
減
量
そ
の
他
適
正
な
処
理
に
係
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充

て
る
た
め
、
産
業
廃
棄
物
税
を
課
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

産
業
廃
棄
物

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃

棄
物
処
理
法
」
と
い
う
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。

。

二

最
終
処
分
場

廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
重
県
知
事
（
以
下
「
知
事
」
と
い
う

）。

の
許
可
を
受
け
て
設
置
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
を
い
う
。

三

中
間
処
理
施
設

廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
四
項
又
は

第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
許
可
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

の
う
ち
、
最
終
処
分
場
を
除
い
た
施
設
を
い
う
。

（
賦
課
徴
収
）

第
三
条

産
業
廃
棄
物
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
及
び
三
重
県
県
税
条

例
（
昭
和
二
十
五
年
三
重
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
納
税
義
務
者
等
）

、

、

、

第
四
条

産
業
廃
棄
物
税
は

事
業
所
ご
と
に

産
業
廃
棄
物
の
中
間
処
理
施
設
又
は
最
終
処
分
場
へ
の
搬
入
に
対
し

。

、

、

。

当
該
産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
者
に
課
す
る

た
だ
し

次
に
掲
げ
る
搬
入
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

一

産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
者
（
以
下
「
排
出
事
業
者
」
と
い
う

）
が
当
該
産
業
廃
棄
物
を
自
ら
有
す
る

。

中
間
処
理
施
設
に
お
い
て
処
分
す
る
た
め
の
搬
入

二

排
出
事
業
者
が
そ
の
処
分
を
他
人
に
委
託
し
た
産
業
廃
棄
物
の
う
ち
中
間
処
理
施
設
で
処
分
さ
れ
た
後
の
も
の

（
前
号
に
規
定
す
る
搬
入
に
係
る
産
業
廃
棄
物
が
処
分
さ
れ
た
後
の
も
の
を
除
く
）
の
搬
入

。

（
納
税
管
理
人
）

第
五
条

産
業
廃
棄
物
税
の
納
税
義
務
者
は
、
県
内
に
住
所
、
居
所
、
事
務
所
又
は
事
業
所
（
以
下
「
住
所
等
」
と
い

う

）
を
有
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
納
付
に
関
す
る
一
切
の
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
県
内
に
住
所
等
を
有

。
す
る
者
の
う
ち
か
ら
納
税
管
理
人
を
定
め
、
こ
れ
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
知
事
に
申
告
し
、

又
は
県
外
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
当
該
事
項
の
処
理
に
つ
き
便
宜
を
有
す
る
も
の
を
納
税
管
理
人
と
し
て
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
知
事
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
納
税
管
理
人
を
変
更
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
は
、
当
該
納
税
義
務
者
に
係
る
産
業
廃
棄
物
税
の
徴
収
の
確
保

に
支
障
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
知
事
に
申
請
し
て
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
納
税
管
理
人
を
定
め
る
こ
と
を
要

し
な
い
。



（
納
税
管
理
人
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）

第
六
条

前
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
産
業
廃
棄
物
税
の
納
税
義
務
者
で
同
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い

な
い
も
の
が
同
項
の
規
定
に
よ
っ
て
申
告
す
べ
き
納
税
管
理
人
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
三
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

（
課
税
標
準
）

第
七
条

産
業
廃
棄
物
税
の
課
税
標
準
は
、
次
に
掲
げ
る
重
量
と
す
る
。

一

最
終
処
分
場
へ
の
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
あ
っ
て
は
当
該
産
業
廃
棄
物
の
重
量

二

中
間
処
理
施
設
へ
の
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
あ
っ
て
は
当
該
産
業
廃
棄
物
の
重
量
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
処
理
係
数
を
乗
じ
て
得
た
重
量

施

設

の

区

分

処
理
係
数

一

焼
却
施
設
又
は
脱
水
施
設

〇
・
一
〇

二

乾
燥
施
設
又
は
中
和
施
設

〇
・
三
〇

三

油
水
分
離
施
設

〇
・
二
〇

四

前
三
項
に
掲
げ
る
施
設
以
外
の
中
間
処
理
施
設

一
・
〇
〇

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
「
焼
却
施
設

「
脱
水
施
設

「
乾
燥
施
設

「
中
和
施
設
」
及
び
「
油
水
分
離
施

」、

」、

」、

設
」
と
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
四
項
又
は
第

十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
を
受
け
た
事
業
の
範
囲
に
応
じ
て
、
当
該
事
業
の
用
に
供

さ
れ
た
施
設
を
い
う
。

２

前
項
に
規
定
す
る
搬
入
に
係
る
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
重
量
の
計
測
が
困
難
な
場
合
に
お

い
て
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
重
量
を
当
該
産
業

廃
棄
物
の
重
量
と
す
る
。

（
課
税
標
準
の
特
例
）

第
八
条

中
間
処
理
施
設
に
お
い
て
処
分
さ
れ
た
後
の
産
業
廃
棄
物
の
重
量
が
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算

出
し
た
重
量
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
は
、
排
出
事
業
者
の
申
出
に
基
づ
き
知
事
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
た
と
き
に
限
り
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
重
量
と
す
る
。

２

産
業
廃
棄
物
を
中
間
処
理
施
設
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
再
生
施
設
（
以
下
「
再
生
施
設
」
と
い
う

）
へ
搬
入
す

。

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
搬
入
に
係
る
産
業
廃
棄
物
の
重
量
を
課
税
標
準
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。

（
税
率
）

第
九
条

産
業
廃
棄
物
税
の
税
率
は
、
一
ト
ン
に
つ
き
千
円
と
す
る
。

（
免
税
点
）

第
十
条

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
課
税
期
間
」
と
い
う

）
に
お
け
る
中
間
処
理
施

。

設
又
は
最
終
処
分
場
へ
の
搬
入
に
係
る
産
業
廃
棄
物
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
重
量
の
合
計
（
以
下
「
課
税
標
準

量
」
と
い
う
）
が
千
ト
ン
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
産
業
廃
棄
物
税
を
課
さ
な
い
。

。

（
徴
収
の
方
法
）

第
十
一
条

産
業
廃
棄
物
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
る
。

（
申
告
納
付
の
手
続
）



第
十
二
条

産
業
廃
棄
物
税
の
納
税
義
務
者
は
、
課
税
期
間
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月

の
末
日
ま
で
に
（
課
税
期
間
の
中
途
に
お
い
て
事
業
所
を
廃
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
廃
止
の
日

か
ら
一
月
以
内
に

、
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
税
の
課
税
標
準
量
及
び
税
額
、
再
生
施
設
へ
搬
入
し

）

た
産
業
廃
棄
物
の
重
量
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
知
事
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
書
に

よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
期
限
後
申
告
等
）

第
十
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
も
、
法
第
七

百
三
十
三
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
書
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
後
に
お
い
て
そ
の
申
告
に

係
る
課
税
標
準
量
又
は
税
額
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

遅
滞
な
く
、
修
正
申
告
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
修
正
に
よ
り
増
加
し
た
税
額
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
更
正
又
は
決
定
の
通
知
等
）

第
十
四
条

法
第
七
百
三
十
三
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
若
し
く
は
決
定
を
し
た
場
合
又
は
法
第
七
百
三

十
三
条
の
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
過
少
申
告
加
算
金
額
若
し
く
は
不
申
告
加
算
金
額
若
し
く
は
法
第
七
百
三
十

、

、

三
条
の
十
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
重
加
算
金
額
を
決
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
規
則
で
定
め
る
通
知
書
に
よ
り

こ
れ
を
納
税
義
務
者
に
通
知
す
る
。

２

前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
当
該
不
足
税
額
又
は
過
少
申
告
加
算
金
額
、
不
申
告
加
算
金
額
若
し
く
は
重
加
算

金
額
を
当
該
通
知
書
に
指
定
す
る
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
記
載
義
務
等
）

第
十
五
条

産
業
廃
棄
物
税
の
納
税
義
務
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
の
搬

入
に
関
す
る
事
実
を
こ
れ
に
記
載
し
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
税
吏
員
の
質
問
検
査
権
）

第
十
六
条

徴
税
吏
員
は
、
産
業
廃
棄
物
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
調
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
者
に
質
問
し
、
又
は
第
一
号
及
び
第
二
号
の
者
の
事
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電

磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う

）
の
作
成
が
さ
れ
て
い

。

る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
）
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

一

納
税
義
務
者
又
は
納
税
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
金
銭
又
は
物
品
を
給
付
す
る
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
産
業
廃
棄
物
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
直
接
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
分
割
法
人
（
分
割
に
よ
り
そ
の
有
す
る
資
産
及
び
負
債
の
移
転
を
行
っ
た
法
人
を
い

う
。
以
下
同
じ

）
と
す
る
分
割
に
係
る
分
割
承
継
法
人
（
分
割
に
よ
り
分
割
法
人
か
ら
資
産
及
び
負
債
の
移
転
を

。

。

。）

、

受
け
た
法
人
を
い
う

以
下
同
じ

及
び
同
号
に
掲
げ
る
者
を
分
割
承
継
法
人
と
す
る
分
割
に
係
る
分
割
法
人
は



同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
銭
又
は
物
品
を
給
付
す
る
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
徴
税
吏
員
は
、
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が

あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

産
業
廃
棄
物
税
に
係
る
滞
納
処
分
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
百
三

十
三
条
の
二
十
四
第
六
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
県
税
条
例
の
特
例
）

第
十
七
条

産
業
廃
棄
物
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
三
重
県
県
税
条
例
第
三
条
第
二
号
中
「
入
猟
税
」
と
あ
る
の

「
入
猟
税

は

と
、
同
条
例
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
県
た
ば
こ
税
」
と
あ
る
の
は
「
県
た
ば
こ
税
及
び
産

産
業
廃
棄
物
税
」

業
廃
棄
物
税
」
と
、
同
条
例
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
三
重
県
産
業
廃

棄
物
税
条
例
（
平
成
十
三
年
三
重
県
条
例
第
五
十
一
号
」
と
、
同
条
例
第
八
条
中

）

「
６

知
事
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
課
税
地
を
不
適
当
と
認
め
る
場
合
又
は
こ
れ
に
よ
り
難
い
と
認
め
る

、

、

。

」

場
合
に
お
い
て
は

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

別
に
課
税
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
あ
る
の
は

「
６

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
産
業
廃
棄
物
税
の
課
税
地
は
、
三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
第
四
条
に

規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
中
間
処
理
施
設
又
は
最
終
処
分
場
の
所
在
地
と
す
る
。

７

知
事
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
課
税
地
を
不
適
当
と
認
め
る
場
合
又
は
こ
れ
に
よ
り
難
い
と
認
め
る

場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
課
税
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
で

。

」

き
る

と
、
同
条
例
第
九
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
例
及
び
三
重
県
産
業
廃
棄
物

税
条
例
」
と
す
る
。

（
委
任
）

第
十
八
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
産
業
廃
棄
物
税
の
使
途
）

第
十
九
条

知
事
は
、
県
に
納
付
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
税
額
か
ら
産
業
廃
棄
物
税
の
賦
課
徴
収
に
要
す
る
費
用
を
控
除

し
て
得
た
額
を
、
産
業
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
、
再
生
、
減
量
そ
の
他
適
正
な
処
理
に
係
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則
（
平
成
十
三
年
七
月
三
日
三
重
県
条
例
第
五
十
一
号
）

１

こ
の
条
例
は
、
法
第
七
百
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
行
う
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
産
業

廃
棄
物
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

こ
の
条
例
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
規
則
の
制
定
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
推
移
等
を
勘

案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。

平
成
十
三
年
十
一
月
九
日

三
重
県
知
事

北

川

正

恭

三
重
県
規
則
第
八
十
六
号

三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
三
年
三
重
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
（
規
則
で
定
め
る
再
生
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
）
の
施
行
期
日
は
、

。

公
布
の
日
と
す
る
。



三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
十
一
月
九
日
三
重
県
規
則
第
八
十
七
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
三
年
三
重
県
条
例
第
五
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
）

第
三
条

条
例
第
四
条
の
事
業
所
は
、
産
業
廃
棄
物
の
排
出
が
行
わ
れ
る
工
場
、
事
業
場
、
営
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
場
所
（
建
設
工
事
に
あ
っ
て
は
、
当
該
建
設
工
事
を
管
理
す
る
営
業
所
）
と
す
る
。

（
条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
）

第
四
条

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
産
業
廃
棄
物
の
容
量
の
計
測
が
可
能
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

（
換
算
し
て
得
た
重
量
）

第
五
条

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
重
量
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
種
類
ご
と
の
容
量
を
計
測
で
き
な
い
産
業
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
た
る
産

業
廃
棄
物
の
種
類
）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
換
算
係
数
を
産
業
廃
棄
物
の
容
量
に
乗
じ
て
得
た

重
量
と
す
る
。

産

業

廃

棄

物

の

種

類

換
算
係
数

一

燃
え
殻

一
・
一
四

二

汚
泥

一
・
一
〇

三

廃
油

〇
・
九
〇

四

廃
酸

一
・
二
五

五

廃
ア
ル
カ
リ

一
・
一
三

六

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

〇
・
三
五

七

紙
く
ず

〇
・
三
〇

八

木
く
ず

〇
・
五
五

九

繊
維
く
ず

〇
・
一
二

十

食
料
品
製
造
業
、
医
薬
品
製
造
業
又
は
香
料
製
造
業
に
お
い
て
原
料
と
し
て
使
用
し
た
動
物

一
・
〇
〇

又
は
植
物
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物

十
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以

一
・
〇
〇

下
「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
」
と
い
う
）
第
二
条
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物

。

十
二

ゴ
ム
く
ず

〇
・
五
二

十
三

金
属
く
ず

一
・
一
三



十
四

廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物

一
・
〇
〇

十
五

鉱
さ
い

一
・
九
三

十
六

工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の
他
こ
れ

一
・
四
八

に
類
す
る
不
要
物

十
七

動
物
の
ふ
ん
尿

一
・
〇
〇

十
八

動
物
の
死
体

一
・
〇
〇

十
九

廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
二
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物

一
・
二
六

二
十

廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
二
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物

一
・
〇
〇

備
考一

こ
の
表
の
第
一
号
の
項
か
ら
第
六
号
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
）。

第
二
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
を
、
同
表
の
第
七
号
の
項
か
ら
第
十
号
の
項
ま
で
及
び
第

十
二
号
の
項
か
ら
第
十
八
号
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
は
、
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
二

条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
各
号
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物

と
す
る
。

二

こ
の
表
の
換
算
係
数
は
、
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
ト
ン
数
と
す
る
。

（
課
税
標
準
の
特
例
の
申
出
）

第
六
条

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
は
、
課
税
標
準
特
例
申
出
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

、

、

、

２

知
事
は

前
項
の
課
税
標
準
特
例
申
出
の
審
査
を
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
が
あ
る
と
き
は

申
出
を
行
っ
た
者
に

必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
又
は
調
査
へ
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
生
施
設
）

第
七
条

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
再
生
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
中
間
処
理
施
設
と
す
る
。

一

産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
処
分
の
方
法
ご
と
に

別
表
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
数
値

以
下

再

、

（

「

生
率
」
と
い
う
）
が
○
・
九
以
上
の
中
間
処
理
施
設
（
そ
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
も

。

の
に
限
る
）
で
あ
る
こ
と
を
、
当
該
中
間
処
理
施
設
の
設
置
者
の
申
出
に
基
づ
き
知
事
が
認
定
し
た
も
の

。

二

廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
を
破
砕
す
る
中
間
処
理
施
設

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
は
、
課
税
期
間
ご
と
に
再
生
施
設
申
出
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

（
帳
簿
記
載
義
務
）

第
八
条

産
業
廃
棄
物
税
の
納
税
義
務
者
は
、
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
産

業
廃
棄
物
の
搬
入
の
都
度
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
廃
棄
物
の
搬
入
年
月
日
、
種
類
及
び
重
量
（
第
四
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

容
量
）
並
び
に
処
分
の
方
法



二

課
税
標
準
と
な
る
べ
き
重
量

三

産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
中
間
処
理
施
設
又
は
最
終
処
分
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

廃
棄
物
処
理
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
管
理
票
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
記
載
す
る
交
付
番
号
及
び
産
業
廃
棄
物
の
数
量

五

建
設
工
事
に
あ
っ
て
は
、
当
該
建
設
工
事
の
名
称
及
び
場
所

六

第
三
号
の
中
間
処
理
施
設
が
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
生
施
設
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

２

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
、
及
び
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
帳
簿
に
は
、
当
該
帳
簿
の
備
付
け
及
び

保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
）
の
備
付
け
及
び
保
存
（
当
該
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

。

（
電
子
計
算
機
を
用
い
て
電
磁
的
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
す
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
い
う
）
に
よ

。

る
保
存
を
含
む
）
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

。

当
該
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保
存
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七

百
四
十
八
条
第
一
項
、
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項

ま
で
、
第
七
百
五
十
一
条
、
第
七
百
五
十
三
条
並
び
に
第
七
百
五
十
四
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
地
方

税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
規
定
を
含
む
）
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。

。

（
申
告
書
等
の
様
式
）

第
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
告
書
等
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
申
告
書
及
び
条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書

第
三
号
様
式

二

条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
書

第
四
号
様
式

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
は
、
産
業
廃
棄
物
税
の
賦
課
徴
収
に
係
る
文
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
三
重
県

県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
三
重
県
規
則
第
四
十
八
号
。
以
下
「
県
税
条
例
施
行
規
則
」
と
い
う
）
に
。

定
め
る
様
式
に
必
要
な
調
整
を
加
え
た
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
賦
課
徴
収
等
）

第
十
条

産
業
廃
棄
物
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
税
条
例
施
行
規
則
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
税
条
例
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
六
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
八
条
第
七
項
」
と
、
県
税
条
例
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
中
「
条
例
の
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
又
は
三
重

県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
三
年
三
重
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
」
と
す
る
。

附

則
（
平
成
十
三
年
十
一
月
九
日
三
重
県
規
則
第
八
十
七
号
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

２

第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
申
出
に
つ
い
て
は
、
別
表
中
「
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
係
る
課
税
期
間
の
初
日
か
ら
起
算

し
て
二
年
前
の
日
が
属
す
る
課
税
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
係
る
課
税

、



期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
前
の
日
が
属
す
る
課
税
期
間
又
は
当
該
申
出
の
日
前
一
年
間
の
い
ず
れ
か
の
期

間
」
と
す
る
。

附

則
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
六
日
三
重
県
規
則
第
十
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
一
項
中
「
の
三
月
前
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
」
と
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中

「
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
の
備
付
け
を
開
始
す
る
日
の
前
日
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
提
出
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
す

る
日
」
と
す
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）

（

＋

）

Ａ
＝
Ｂ
÷
Ｂ
Ｃ

こ
の
算
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ

再
生
率

Ｂ

当
該
中
間
処
理
施
設
に
搬
入
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
が
当
該
中
間
処
理
施
設
で
処
分
さ
れ
た
後
の
有
用
な
物

（
原
材
料
、
部
品
そ
の
他
製
品
の
全
部
若
し
く
は
一
部
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
又
は
そ
の
可
能

性
が
あ
る
物
を
い
う
）
の
う
ち
、
実
績
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
中
間
処
理
施
設
の
設
置
者
が
他
人
に
売

。

り
渡
し
、
又
は
自
ら
利
用
し
た
も
の
の
重
量

Ｃ

実
績
期
間
内
に
当
該
中
間
処
理
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
の
重
量

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
「
実
績
期
間
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
出
に
係
る
課
税
期
間

の
初
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
前
の
日
が
属
す
る
課
税
期
間
（
当
該
課
税
期
間
の
初
日
に
お
い
て
中
間
処
理
施

設
の
使
用
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
出
の
日
前
一
年
間
）
を
い
う
。



第１号様式（第６条関係）

受 付 〒 （電話 ）
印 住 所 又 は 所 在 地

申
氏名又は名称及び

年 月 日 法人にあっては、
,出 その代表者の氏 名

事 業 所 の 名 称 〒
県税事務所長 様 及 び 所 在 地

者
担 当 者 の 氏 名 （電話 ）

課 税 標 準 特 例 申 出 書（ 年 月）

産 業 廃 棄 物 の 搬 入 年 月 日 別表のとおり

産 業 廃 棄 物 の 種 類

中 間 処 理 施 設 の 区 分

名 称

（電話 ）
産業廃棄物を搬入 所 在 地
した中間処理施設

処分業の許可年月日 年 月 日
及 び 許 可 番 号

搬 入 し た 産 業 廃 棄 物 の 重 量 別 表 の と お り

処 分 さ れ た 後 の 産 業 廃 棄 物 の 重 量 別 表 の と お り

注１ この申出書は、三重県産業廃棄物税条例（以下「条例」という。）第８条第１項に規定する
申出を行う場合に使用してください。

２ この申出書には、別表を添付してください。
３ この申出書は、産業廃棄物の搬入年月、産業廃棄物の種類、中間処理施設の区分、産業廃棄
物を搬入した中間処理施設及び産業廃棄物の処分条件が同一の場合ごとに作成し、搬入月の翌
々月の末日までに（中間処理施設における処分が終了していない場合にあっては、処分後速や
かに）提出してください。

４ この申出書には、中間処理施設において処分された後の産業廃棄物の重量が、条例第７条第
１項第２号の規定により算出した重量に満たないことを確認できる書類等を添付してくださ
い。

５ 「事業所の名称及び所在地」の欄における「事業所」とは、三重県産業廃棄物税条例施行規
則（以下「規則」という。）第３条に規定する事業所をいいます。

６ 「産業廃棄物の種類」の欄には、規則第５条の表の上欄に掲げる産業廃棄物の種類を記載し
てください。

７ 「中間処理施設の区分」の欄には、条例第７条第１項第２号の表の上欄に掲げる施設の区分
を記載してください。

（規格Ａ４）



別表

氏名又は名称及び法人にあっては、

そ の 代 表 者 の 氏 名

課税標準特例申出に関する明細書（ 年 月）

産業廃棄物の 搬 入 し た 処 分 さ れ た 後 の 産 業 廃 棄 物 が

搬 入 日 産 業 廃 棄 物 の 重 量 産 業 廃 棄 物 の 重 量 処 分 さ れ た 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

日 トン トン 年 月 日

（規格Ａ４）



第２号様式（第７条関係）

受 付 〒 （電話 ）
印 住所又は所在地

申
氏名又は名称

年 月 日 及び法人にあっ
,て は 、 そ の

出 代表者の氏名
事業所の名称 〒

三 重 県 知 事 様 及 び 所 在 地

者 （電話 ）
担当者の氏名

再 生 施 設 申 出 書

名 称

中間処理施設 所 在 地

処分業の許可年月日 年 月 日
及 び 許 可 番 号

申 出 に 係 る

産 業 廃 棄 物 の 種 類
申 出 に 係 る

産 業 廃 棄 物 の 処 分 の 方 法

申 出 に 係 る 課 税 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

再 生 品 の 名 称

再生品のうち、実績期間内において
他人に売り渡したものの重量① トン

（明細は別表のとおり）
再生品のうち、実績期間内において
自ら利用したものの重量② トン

重 量 ③
トン

種 類
実績期間内に
中間処理施設から 名 称
排 出 さ れ た 処分の
産 業 廃 棄 物 委託先 所在地

処分の方法

再生率（①＋②）÷（①＋②＋③)

（規格Ａ４）



注１ この申出書は、三重県産業廃棄物税条例施行規則（以下「規則」という。）第７条第１項第１
号に規定する申出を行う場合に使用してください。

２ この申出書には、別表を添付してください。
３ この申出書は、申出に係る課税期間の初日から起算して３月前までに提出してください。ただ
し、申出に係る課税期間の初日から起算して２年前の日が属する課税期間の初日において中間処
理施設の使用が開始されていない場合にあっては、申出に係る課税期間の初日から起算して１月
前までに提出してください。

４ この申出書には、「再生品のうち、実績期間内において自ら利用したものの重量②」の欄に記
載した内容を確認できる書類等を添付してください。

５ 「事業所の名称及び所在地」の欄における「事業所」とは、規則第３条に規定する事業所をい
います。

６ この申出書における「再生品」とは、中間処理施設に搬入された産業廃棄物が当該中間処理施
設で処分された後の有用な物（原材料、部品その他製品の全部若しくは一部として利用すること
ができる物又はその可能性がある物）をいいます。

７ この申出書における「実績期間」とは、申出に係る課税期間の初日から起算して２年前の日が
属する課税期間をいいます。ただし、当該課税期間の初日において中間処理施設の使用が開始さ
れていない場合にあっては、当該申出の日前１年間をいいます。

８ 「申出に係る産業廃棄物の種類」の欄及び「実績期間内に中間処理施設から排出された産業廃
棄物」の「種類」の欄には、規則第５条の表の上欄に掲げる産業廃棄物の種類を記載してくださ
い。

９ 「申出に係る課税期間」の欄には、課税期間の範囲内において認定を受けようとする期間を記
載してください。

10 「再生品の名称」の欄には、再生品の品名、規格等を記載してください。
11 「再生品のうち、実績期間内において他人に売り渡したものの重量①」の欄には、別表の「合
計」の「① トン」の欄の重量（別表が２枚以上になる場合は、それぞれの別表の「合計」
の「① トン」の欄の重量を集計した重量）を記載してください。

12 「再生品のうち、実績期間内において他人に売り渡したものの重量①」の欄、「再生品のうち、
実績期間内において自ら利用したものの重量②」の欄及び「実績期間内に中間処理施設から排出
された産業廃棄物」の「重量③」の欄には、トン未満の端数を処理しないで、重量を記載してく
ださい。

13 「再生率」の欄に記載すべき数値に小数点第３位以下の端数があるときは、その端数を切り捨
ててください。



別表
氏名又は名称及び法人にあっては、
そ の 代 表 者 の 氏 名
申 出 に 係 る 課 税 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

再 生 品 の 売 渡 し に 関 す る 明 細 書

再 生 品 の 名 称

再 生 品 の 売 渡 先 の 住 所 又 は 所 在 地

再 生 品 の 売 渡 先 の 氏 名 又 は 名 称
（法人にあっては、その代表者の氏名）
再 生 品 の 売 渡 年 月 重 量 売 渡 金 額 備 考

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

年 月 トン 円

合 計 ① トン ② 円

注１ この明細書は、再生品及び売渡先ごとに作成してください。
２ 「重量」の欄には、トン未満の端数を処理しないで、重量を記載してください。
３ 「売渡金額」の欄には、消費税額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条及び
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する税率を適用して計算した
税額をいう。）を含めて記載してください。

（規格Ａ４）



第３号様式（第９条関係）

受 付
印

※ 発 信 年 月 日 精 査 検 算
年 月 日 処

理 郵 便 官 署 消 印 確 認 印
事

県税事務所長 様 項

住 所 又 は 所 在 地 〒 （電話 ）

申
氏名又は名称及び法人

,に あ っ て は 、 そ の
告 代 表 者 の 氏 名

事 業 所 の 名 称 〒
者 及 び 所 在 地

担 当 者 の 氏 名 （電話 ）

申 告 書産 業 廃 棄 物 税
修 正 申 告 書

課 税 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

区 分 課 税 標 準 量 税 率 税 額

申 告 トン １ ， ０ ０ ０ 円 円
申 告 納 付

納 付 年 月 日 年 月 日

修 正 申 告 ① トン １ ， ０ ０ ０ 円 円

当 初 申 告 ② トン １ ， ０ ０ ０ 円 円
修 正 申 告
納 付 修正申告書によ

る 納 付 す べ き 円
税 額 ①－②

納 付 年 月 日 年 月 日

注１ この申告書又は修正申告書は、三重県産業廃棄物税条例（以下「条例」という。）第１２条
に規定する申告書又は第１３条２項に規定する修正申告書を提出する場合に使用してくだ
さい。

２ この申告書又は修正申告書には、別表１及び別表２（条例第７条第２項に規定する要件に該
当する場合に限る。）を添付してください。
３ ※印の欄は、記載しないでください。
４ 「事業所の名称及び所在地」の欄における「事業所」とは、三重県産業廃棄物税条例施行規
則第３条に規定する事業所をいいます。

５ 「課税標準量」の欄には、トン未満の端数を処理しないで、別表１の「合計 ③(①＋②)」
の欄の重量と別表２の「合計 ③(①＋②)」の欄の重量を合計した重量を記載してください。

６ 「税額」の欄に記載すべき数値に１００円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨
ててください。

（規格Ａ４）



別表１
氏名又は名称及び法人
にあっては、その代表者の氏名
課 税 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

課 税 標 準 に 関 す る 明 細 書

搬 入 先 施 設 の 区 分 産業廃棄物の種類 重 量 処 理 係 数 課 税 標 準
( × )A B C A B

トン トン
トン トン

最終処分 トン トン
場 へ の トン トン
搬 入 トン トン

トン トン
トン トン

小 計 ① トン
施設 トン トン

中間処理 施設 トン トン
施設（再 施設 トン トン
生施設を 施設 トン トン
除く。） 施設 トン トン
への搬入 施設 トン トン

施設 トン トン
小 計 ② トン
合 計 ③(①＋②) トン

名 称
所 在 地
産業廃棄物の種類 重 量 トンA

名 称
再生施設 所 在 地
への搬入 産業廃棄物の種類 重 量 トンA

名 称
所 在 地
産業廃棄物の種類 重 量 トンA

名 称
所 在 地
産業廃棄物の種類 重 量 トンA

注１ 「産業廃棄物の種類」の欄には、三重県産業廃棄物税条例施行規則第５条の表の上欄に掲げ
る産業廃棄物の種類を記載してください。

２ 「施設の区分」の欄には、処分業の許可に係る事業の範囲に応じた施設の区分を記載してく
ださい。

３ 「重量 」の欄及び「課税標準 ( × )」の欄には、トン未満の端数を処理しないで、重A C A B

量を記載してください。
４ 「処理係数 」の欄には、三重県産業廃棄物税条例（以下「条例」という。）第７条第１項B

第２号の表の下欄に掲げる処理係数を記載してください。ただし、条例第８条第１項に規定す
る知事が適当であると認めたときは、「特例適用」と記載してください。

５ 「再生施設への搬入」の欄には、条例第８条第２項に規定する再生施設に搬入した場合のみ
記載してください。

（規格Ａ４）



別表２
氏名又は名称及び法人
にあっては、その代表者の氏名
課 税 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

課 税 標 準 に 関 す る 明 細 書

搬 入 先 施設の区分 産業廃棄物 容 量 換算係数 処理係数 課 税 標 準換算して得た重量

の 種 類 ( × ) ( × )A B C A B D E C D

トン トンâ

トン トンâ

最終処分 トン トンâ

場 へ の トン トンâ

搬 入 トン トンâ

トン トンâ

トン トンâ

小 計 ① トン
施設 トン トンâ

中間処理 施設 トン トンâ

施設（再 施設 トン トンâ

生施設を 施設 トン トンâ

除く。） 施設 トン トンâ

への搬入 施設 トン トンâ

施設 トン トンâ

小 計 ② トン
合 計 ③(①＋②) トン

名 称
所 在 地 産 業 廃 棄 物 の 種 類
容 量 換算係数 トンA Bâ 換算して得た重量 ( × )C A B

名 称
所 在 地 産 業 廃 棄 物 の 種 類

再生施設 容 量 換算係数 トンA Bâ 換算して得た重量 ( × )C A B

への搬入 名 称
所 在 地 産 業 廃 棄 物 の 種 類
容 量 換算係数 トンA Bâ 換算して得た重量 ( × )C A B

名 称
所 在 地 産 業 廃 棄 物 の 種 類
容 量 換算係数 トンA Bâ 換算して得た重量 ( × )C A B

注１ 「産業廃棄物の種類」の欄には、三重県産業廃棄物税条例施行規則（以下「規則」という。
）第５条の表の上欄に掲げる産業廃棄物の種類を記載してください。

２ 「施設の区分」の欄には、処分業の許可に係る事業の範囲に応じた施設の区分を記載してく
ださい。

３ 「容量 」の欄、「換算して得た重量 ( × )」の欄及び「課税標準 ( × )」の欄にA C A B E C D

は、立方メートル又はトン未満の端数を処理しないで、容量又は重量を記載してください。
４ 「換算係数 」の欄には、規則第５条の表の下欄に掲げる換算係数を記載してください。B

５ 「処理係数 」の欄には、三重県産業廃棄物税条例（以下「条例」という。）第７条第１項D

第２号の表の下欄に掲げる処理係数を記載してください。ただし、条例第８条第１項に規定す
る知事が適当であると認めたときは、「特例適用」と記載してください。

６ 「再生施設への搬入」の欄には、条例第８条第２項に規定する再生施設に搬入した場合のみ
記載してください。

（規格Ａ４）



第４号様式（第９条関係）

第 号
年 月 日

住所又は所在地
氏名又は名称及び 様
法人にあっては、その代表者の氏名

県税事務所長 印

産 業 廃 棄物 税 更正 ・決 定・ 加算 金決定通知書

産業廃棄物税の課税標準量、税額及び加算金を下記のとおり更正・決定しましたので通知します。
この通知書による不足税額等を別紙納付書により 年 月 日までに三重県指定金融機

関、三重県指定代理金融機関、三重県収納代理金融機関又は郵便局（三重県、愛知県、静岡県又は岐阜
県内の各郵便局）へ納付してください。

住所又は所在地

氏名又は名称
納 税 者 及 び 法 人 に

あっては、その
代表者の氏名

課 税 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

申 告 書 提 出 期 限 申 告 書 提 出 年 月 日

年 月 日 年 月 日

更 正 又 は 決 定 の 理 由

区 分 課 税 標 準 量 税 率 税 額

更 正 又 は 決 定 ① トン １，０００円 円

申 告 ② トン １，０００円 円

差 引 不 足 税 額 ③ ( ① － ② ) 円

区 分 基 礎 と な る 税 額 課 率 加 算 金 額

（通常分） 円 ％ 円
過 少 申 告 加 算 金 ④

（加重分） 円 ％ 円

不 申 告 加 算 金 ⑤ 円 ％ 円

重 加 算 金 ⑥ 円 ％ 円

納付すべき税額等の合計額
（ ③ ＋ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ） 円

指 定 納 期 限 年 月 日

注１ 不足税額に対しては、不足税額（１，０００円未満の端数があるときはその端数金額、不足税額が
２，０００円未満であるときはその全額を切り捨てます ）に、申告納期限の翌日から納付の日まで。
の日数に応じ、年１４．６パーセント（この通知書による納期限までの期間又はその納期限の翌日か
ら１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント（当該期間の属する各年の前年の１
１月３０日を経過する時における公定歩合に年４パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセ
ントの割合に満たない場合は、当該公定歩合に年４パーセントの割合を加算した割合 ）の割合を乗）
じて計算した延滞金額（１００円未満の端数があるときはその端数金額、延滞金額が１，０００円未
満であるときはその全額を切り捨てます ）が加算されますが、延滞金については、不足税額納付後。
に送付される延滞金納付書により納付してください。

２ この通知について不服のあるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に
三重県知事に対して審査請求をすることができます。
審査請求書は、なるべく県税事務所長を経由して提出してください。

（ ）規格Ａ４
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税
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行
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平
成
十
三
年
十
一
月
九
日

三
重
県
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六
号

三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

三
重
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
三
年
三
重
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日

と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
（
規
則
で
定
め
る
再
生
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
）
の
施
行
期
日
は
、

。

公
布
の
日
と
す
る
。


